
地域再生中小企業創業助成金のご案内

地域再生中小企業創業助成金は、雇用失業情勢が厳しい地域に
おいて、地域の重点分野（地域再生分野）で創業を行う中小企業事
業主の方々に対し、その創業を支援するための助成金です。

創業経費に対する助成
対象経費の１／２
（雇入れ５人以上で上限１千万円、５人未満で６百万円）
雇入れに対する助成
雇入れ労働者１人当たり６０万円 （上限１００人まで）

厚生労働省、鹿児島労働局、ハローワーク

【受給するには以下を含むいくつかの要件を満たす必要があります】

鹿児島県において創業する（した）中小企業事業主である

雇用保険の適用事業主である

開業から６か月経過する日までに事業計画の認定申請を行っている

重点分野（地域再生分野）に該当する事業を行っている

支給申請日に創業・雇入支援労働者を１人以上現に雇用している

鹿児島県での創業をお考えの皆様へ

地域再生中小企業創業助成金制度の詳細については、お近くの
労働局又はハローワークにお問い合わせください。

なお、地域再生中小企業創業助成金は、原則として２０年１２月以降の創業
に適用され、それ以前の創業に関しては、地方再生中小企業創業助成金制
度が適用になります。

１．食料品製造業
２．生産用機械器具製造業
３．情報サービス業

４．飲食料品小売業
５．飲食店
６．社会保険・社会福祉・介護事業

助
成
内
容

鹿児島県の重点分野については以下のとおりです


